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一
の
①
及
び
②
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
」
の
実
施
に
伴
う
診
療
報
酬
の
算
定
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「
疑
義
解
釈
資
料
の
送
付

に
つ
い
て
（
そ
の
七
）
」
（
平
成
二
十
四
年
七
月
三
日
付
け
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課
事
務
連
絡
。
以
下
「
事
務
連
絡
」

と
い
う
。
）
を
地
方
厚
生
局
（
地
方
厚
生
支
局
を
含
む
。
）
及
び
都
道
府
県
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
等
」
と
い
う
。
）
宛
て

に
発
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
通
知
等
の
発
出
は
行
っ
て
い
な
い
。

一
の
③
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
」
の
実
施
に
伴
う
診
療
報
酬
の
算
定
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
「
診
療
報
酬
の

算
定
方
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
付
け
保
医
発
〇
三
〇
五
第
一

号
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課
長
及
び
歯
科
医
療
管
理
官
通
知
）
に
よ
り
、
管
内
の
保
険
医
療
機
関
及
び
審
査
支
払
機
関
に

周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
旨
、
地
方
厚
生
局
等
に
対
し
、
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
当
該
取
扱
い
に
つ
い
て
保

険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
疑
義
が
生
じ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
方
厚
生
局
等
に
お
け
る
参
考
資
料
と
し
て
事
務
連
絡
を
発
出

し
た
も
の
で
あ
る
。

一



一
の
④
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
そ
の
実
施
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
」
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
に
当

た
り
保
険
医
療
機
関
等
が
留
意
す
べ
き
取
扱
い
の
周
知
徹
底
を
図
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
お
尋
ね
の
「
参
考
ま
で
に

送
付
い
た
し
ま
す
。
」
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
に
当
た
り
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
生
じ
た
疑
義
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い

て
、
地
方
厚
生
局
等
に
お
け
る
参
考
資
料
と
し
て
改
め
て
周
知
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
の
不
正
請
求
」
及
び
「
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
の
実
態
の
把
握
、
調
査
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
厚
生
局
長

（
地
方
厚
生
支
局
長
を
含
む
。
）
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
に
対
し
、
御
指
摘
の
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ

の
実
施
に
伴
う
診
療
報
酬
を
含
め
た
診
療
報
酬
の
算
定
に
係
る
報
告
の
徴
収
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


